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日出小学校周辺イベント
特設ステージは、毎回ほぼ満員の観客で埋め尽くされ、
大きな歓声が上がっていました。
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日出港周辺イベント
魚つかみ取り大会や、かれいの稚魚の放流体験、遊
覧漁船など、楽しいイベントが目白押しでした。
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日出小学校周辺イベント
特設ステージは、毎回ほぼ満員の観客で埋め尽くされ、
大きな歓声が上がっていました。
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制度改正や手続き、暮らしに役立つ行政情報のお知らせ

お知らせ
制度改正や手続き、暮らしに
役立つ情報をお知らせします

問合先　住民生活課  生活衛生係　☎ 73-3128

〇ごみの野焼き（野外焼却）は法律で原則禁止

　「近所で野焼きをしていて、煙や悪臭で大変迷惑して
いる」という苦情が数多く寄せられています。野焼き行
為は一部の例外を除き『廃棄物の処理および清掃に関す
る法律』により、禁止されています。
　家庭で刈り取った雑草などは『もやすごみ』として通
常の収集に出すようお願いします。

〇野焼き（野外焼却）禁止の例外

　例外として、次の野焼きは認められています。
※例外とされる場合でも、野焼きによって大量の煙や
　臭いが発生し、近隣の生活環境に支障を与え、苦情
　があった場合は、指導の対象となります。やむを得
　ず野焼きを行う場合は、時間帯、風向き、天候に気
　を配り、燃やす量を少量にするなど、工夫して近隣
　に迷惑をかけないようにしましょう。

【例外として、認められている事例】
■国または地方自治体がその施設の管理を行うため必
　要な廃棄物の焼却　
　例）河川管理のために伐採した草木などの焼却

■震災、風水害、火災、その他災害の予防・応急対策
　または復旧のために必要な廃棄物の焼却

■風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な
　廃棄物の焼却
　例 ) どんど焼き・火渡り行などにおける門松や、し
　　　め縄などの焼却

■農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないも
　のとして行われる廃棄物の焼却
　例 ) 畑内の選定枝の焼却、稲わらの焼却、田畑の畦
　　　草の焼却

■焚き火、その他日常生活の焼却であって軽微なもの
　例 ) キャンプファイヤー

野焼き（野外焼却）はやめましょう

東部保健所で夜間 HIV 検査を実
施します

　エイズの原因となる HIV に感染しているかは、血液検
査で簡単に調べることができます。東部保健所では『HIV
検査普及週間』に関連して、夜間に検査を実施します。 

※東部保健所では、定期的に HIV 抗体迅速検査を実施し
　ています。プライバシーは守られますので、気になる
　ことがあれば相談してください。

■予約・問合先　東部保健所（エイズ相談電話）
　　　　　　　　☎ 67-7040

日時 ６月６日（火）16 時 30 分～ 19 時
場所 東部保健所
内容 HIV 抗体迅速検査（結果は約 30 分で判明）

留意点

・検査は、事前予約制（匿名・無料）です。
・検査を希望される場合は、前日までに電
　話で予約をしてください。

・当日の受け付けはできません。

HIV 検査普及週間です

毎年６月１日～６月７日は

　町公式 LINE を『友だち追
加』すると、毎月末の広報
誌の発行日に『広報誌のお
知らせ』が届きます。広報
誌がタイムリーに LINE に届
きますので、すぐに見るこ
とができます。また、自分
の気になる情報だけを受け
取ることができる設定もで
きますので、ご活用くださ
い。

■政策企画課　☎ 73-3116

日出町公式 LINE を 『お友だち追加』 しませんか？

@hijitown
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　『野菜・果物をきちんと食べて健康に』『日出町産の農産物をたく
さん食べて生産拡大』をめざして、８月６日に『やさイートフェス』
を開催します。
　野菜・果物の美味しい食べ方や、イイ情報を手に入れることがで
きます。皆さんで参加して『やさイート』を体感してみませんか。

フェス

やさイートマルシェ

展示広場
おたのしみ広場

健康チェック広場

キッチンカー広場 オリジナルレシピ試食会

マルシェ・キッチンカーの出店者大募集！６月は食育推進月間です

■日出町産の野菜・果物などの販売
■日出町産の野菜・果物を加工した
　食品の販売
※生産者や調理者からお話しを聞く
　ことができます。

■世界農業遺産を学ぼう　など

■手のひらで野菜の摂取量を測定　
　（ベジチェック）
■血管年齢測定、骨密度測定　など
■健康相談
※簡単測定で健康度を
　チェックしてみよう

■野菜に関するクイズラリーや
　ゲーム　など

■野菜を使用したグルメの販売 ■オリジナルレシピの試食ができます
　※オリジナルレシピは、レシピ
　　アドバイザーが考案しました。

問合先　健康増進課　☎ 73-3130（担当　中尾・手嶋）

健康 農業

月 日 日８６ 11 16時 時～
保健福祉センター
※販売は無くなり次第終了します
※町ホームページのページ ID：2832

先着 100 名様に
オリジナルレシピと
野菜をプレゼント！
（無くなり次第終了）

　健康で心豊かな生活を送るためには、おい
しく楽しく食べることができることや、それ
を支える社会や環境を持続可能なものにして
いくことが重要です。
　まずは、野菜・果物を積極的に食べること
から始めてみませんか。

　マルシェやキッチンカーの出店で、やさイートフェスを応
援してくれる方を募集します。
　詳細は、町ホームページ、または電話にてご確認ください。
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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度をご存じですか？

　国民年金第１号の被保険者（20 歳以上 60 歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など）は、毎
月の保険料を納めていただく必要がありますが、失業や所得の減少など、保険料を納めることが難しい場合があり
ます。
　そのような場合は、未納のままにしないで『国民年金保険料免除・納付猶予制度』の手続きを行ってください。
保険料の全額免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
※一部免除の場合は、納付が必要となる保険料を納めると、年金の受給資格期間に算入されます。

職種（採用人数）
職務内容 勤務先 任用期間 勤務時間

勤務日数

幼稚園教諭（１名）
　※必要な資格：幼稚園教諭免許
保育業務全般

大神幼稚園
( 日 出 町 大 字 大 神
2970 番地 1)

７月１日（土）～
　令和６年 3 月 31 日（日）

８時～ 16 時 30 分
週に５日勤務

■報酬（給料）　月額 172,900 円～　※年齢や職歴により決定します。
■健康保険・厚生年金保険・雇用保険　有り
■募集期間　６月 23 日（金）まで（必着）／  受付時間：8 時 30 分～ 17 時（土日祝除く）
■試験内容　面接（日程は、後日お知らせします。）
■申込方法　 『日出町臨時的任用職員申込書』に必要事項を記入し、町教育委員会教育総務課（中央公民館 2 階）に
　　　　　　郵送または持参してください。申込書は、教育総務課で配布します。町ホームページからもダウンロー
　　　　　　ドできます。
■地方公務員法第 16 条に該当する人は、受験できません。
■問合先・提出先　町教育委員会  教育総務課　☎ 73-3157（〒 879-1506　日出町 3891 番地２）

日出町立幼稚園臨時講師を募集します

問合先　健康増進課  国保年金係　☎ 73-3133　／　別府年金事務所　☎ 22-5111

　所得が少なく、本人・世帯主・
配偶者の前年所得（１月から６
月までに申請する場合は、前々
年所得）が一定額以下の場合や
失業した場合など、国民年金保
険料を納めることが経済的に困
難なときは、本人が申請書を提
出し、申請後に承認されると、
保険料の納付が免除になります。
　免除される額は、①全額、②
４分の３、③半額、④４分の１
の 4 種類があります。

■障がいや死亡といった不慮の
　事態が発生しても、障害基礎
　年金・遺族基礎年金が受けら
　れない場合があります。

■老齢基礎年金を、将来的に受
　けられない場合があります。

令和 5 年度分（令和 5 年 7 月分から令和 6 年 6 月分まで）の免除など
の受け付けは、７月１日から開始します。また、申請時点の２年１か月
前の月分までさかのぼって申請することができます。

【年金の手続きに必要なもの】
■基礎年金番号のわかる年金手帳、または基礎年金番号通知書
■雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票など
　（失業などによる免除申請の場合）

　20 歳 か ら 50 歳 未 満 の 方 で、
本人・配偶者の前年所得（１月
から６月までに申請する場合は、
前々年所得）が一定額以下の場
合には、本人が申請書を提出し、
申請後に承認されると、保険料
の納付が猶予されます。

○保険料免除制度 ○保険料納付猶予制度 ○未納のままにしておくと・・・

○免除・納付猶予の受け付け
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制度改正や手続き、暮らしに役立つ行政情報のお知らせ

　飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の
向上と良好な生活環境の保持を目的とし、飼い主のいな
い猫の不妊去勢手術に係る費用の一部を補助します。
※手術を実施する前に、必ず申請が必要です。まずは、
　住民生活課生活衛生係にご相談ください（町ホーム　
　ページのページＩＤ：2809）。

飼い主のいない猫の不妊去勢手
術費を補助します

対象の猫
町内に生息している飼い主のいない猫。
不妊去勢手術が未実施であり、おおむね
生後６か月以上の猫。

補助対象者

■日出町の住民基本台帳に登録されてい
　る 18 歳以上の個人または地域猫活動
　団体である者
■飼い主のいない猫を町内の動物病院に
　持ち込み、手術を受けさせることがで
　きる者
※上記２つとも満たす必要があります

補助金額
手術に要した費用。
※上限は、不妊手術：１頭 10,000 円。
　去勢手術：１頭 5,000 円。

■問合先　住民生活課  生活衛生係　☎ 73-3128

おおいた
さくら猫

プロジェクト

地域猫活動団体を対象に、飼い主のいな
い猫の不妊・去勢手術を無料で行います

　おおいた動物愛護センターで、地域猫活動団体を
対象とした飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を無
料で行います。飼い主のいない猫の繁殖防止により、
地域住民の生活環境の悪化を防止することができま
す。
　地域猫活動団体として登録を希望する方は、町で
登録の申請を行い、登録を受けた後に手術を受けら
れます。詳細は、町ホームページ（ページ ID：480）
をご覧ください。

　地域猫活動とは、地域住民の
方々が飼い主のいない猫を地域
猫活動団体が適正に管理するこ
とで、飼い主のいない猫による
トラブルを減らすための取り組
みです。

地域猫活動とは？

■問合先　住民生活課  生活衛生係　☎ 73-3128

公民大学の講演を聴きません
か？

　中央公民館で行っている公民大学について、令和５年
度から、登録している受講生だけではなく、一般の方も
参加できるようになりました。登録をしていない方でも

「この先生の話は聴いてみたい」「この内容は興味がある」
という講演があれば聴くことができますので、中央公民
館までご連絡ください（参加費は 500 円です）。講演の
内容は、広報ひじなどでお知らせします。

ー公民大学第１回講演会ー
　■日時　６月 29 日（木）10 時から
　■場所　中央公民館ホール
　■講師　小山  敬晴　先生（大分大学経済学部准教授）
　■演題　これからの食の安全について
　　　　～食品表示がかわったことをご存知ですか？～
問合先　中央公民館　☎ 72-8608

問合先　日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館
　　　　☎ 72-6100

日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館
「忌辰祭によせて　―帆足民次郎の書簡を読む―」

　今年も萬里先生の命日の６月 14 日に、萬里忌辰
祭が開かれます。本資料館では忌辰祭展として『忌
辰祭によせて　―帆足民次郎の書簡を読む―』を開
催します（無料）。

■開催期間　６月 13 日（火）～７月 17 日（月・祝）
■開館時間　９時～ 17 時
　　　　　　（月曜日は休館（祝日除く）。）

※ 町立図書館で、この記事に関する関連図書を集めた特設
　コーナーを設置しています。
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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度をご存じですか？

　国民年金第１号の被保険者（20 歳以上 60 歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など）は、毎
月の保険料を納めていただく必要がありますが、失業や所得の減少など、保険料を納めることが難しい場合があり
ます。
　そのような場合は、未納のままにしないで『国民年金保険料免除・納付猶予制度』の手続きを行ってください。
保険料の全額免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
※一部免除の場合は、納付が必要となる保険料を納めると、年金の受給資格期間に算入されます。

職種（採用人数）
職務内容 勤務先 任用期間 勤務時間

勤務日数

幼稚園教諭（１名）
　※必要な資格：幼稚園教諭免許
保育業務全般

大神幼稚園
( 日 出 町 大 字 大 神
2970 番地 1)

７月１日（土）～
　令和６年 3 月 31 日（日）

８時～ 16 時 30 分
週に５日勤務

■報酬（給料）　月額 172,900 円～　※年齢や職歴により決定します。
■健康保険・厚生年金保険・雇用保険　有り
■募集期間　６月 23 日（金）まで（必着）／  受付時間：8 時 30 分～ 17 時（土日祝除く）
■試験内容　面接（日程は、後日お知らせします。）
■申込方法　 『日出町臨時的任用職員申込書』に必要事項を記入し、町教育委員会教育総務課（中央公民館 2 階）に
　　　　　　郵送または持参してください。申込書は、教育総務課で配布します。町ホームページからもダウンロー
　　　　　　ドできます。
■地方公務員法第 16 条に該当する人は、受験できません。
■問合先・提出先　町教育委員会  教育総務課　☎ 73-3157（〒 879-1506　日出町 3891 番地２）

日出町立幼稚園臨時講師を募集します

問合先　健康増進課  国保年金係　☎ 73-3133　／　別府年金事務所　☎ 22-5111

　所得が少なく、本人・世帯主・
配偶者の前年所得（１月から６
月までに申請する場合は、前々
年所得）が一定額以下の場合や
失業した場合など、国民年金保
険料を納めることが経済的に困
難なときは、本人が申請書を提
出し、申請後に承認されると、
保険料の納付が免除になります。
　免除される額は、①全額、②
４分の３、③半額、④４分の１
の 4 種類があります。

■障がいや死亡といった不慮の
　事態が発生しても、障害基礎
　年金・遺族基礎年金が受けら
　れない場合があります。

■老齢基礎年金を、将来的に受
　けられない場合があります。

令和 5 年度分（令和 5 年 7 月分から令和 6 年 6 月分まで）の免除など
の受け付けは、７月１日から開始します。また、申請時点の２年１か月
前の月分までさかのぼって申請することができます。

【年金の手続きに必要なもの】
■基礎年金番号のわかる年金手帳、または基礎年金番号通知書
■雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票など
　（失業などによる免除申請の場合）

　20 歳 か ら 50 歳 未 満 の 方 で、
本人・配偶者の前年所得（１月
から６月までに申請する場合は、
前々年所得）が一定額以下の場
合には、本人が申請書を提出し、
申請後に承認されると、保険料
の納付が猶予されます。

○保険料免除制度 ○保険料納付猶予制度 ○未納のままにしておくと・・・

○免除・納付猶予の受け付け
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地区・区名 氏　名

南
端
地
区

目刈 塩澤　修一
高平 吉野　元晴
薄尾 菅原　俊治
今畑 髙橋　圀隆
柏川 西園寺　公輝

豊
岡
地
区

太田 末政　陽三郎
是城 廣瀬　紀久夫
長野 小野　裕一郎

法花寺 阿部　弘文
上の原 木下　弘幸
宮の下 西田　直哉
中の二 一宮　公人
中の三 近藤　嘉登
影の木 青柳　薫
西の一 池部　長行
西の二 山本　正弘
西の三 中津留　徹

西 山口　辰生
新町 尾倉　俊一郎
仲町 下郡　冨士光
本町 土井　功
小浦 工藤　都四男
影平 稲葉　一義

辻間団地東 松木　俊一郎
辻間団地西 吉田　秀一
辻間団地南 安部　哲郎
辻間団地北 古田　幸雄

地区・区名 氏　名

日
出
地
区

南浜 長野　孝正
北浜 髙茂　明弘
若宮 生重　裕将
下町 冨来　好明
本町 森永　淳司
中央 堤　　公

八日市 森﨑　宏冶
西八日市 諸富　勉

佐尾 三重野　博
上仁王 阿部　稔
東仁王 杉田　英利

堀 工藤　武夫
内堀 岩尾　栄作

日出団地 稗田　英則

藤
原
地
区

東部 河野　文宏
南部 手嶋　久
西部 阿部　定伸
中部 緒方　郁弘
一北 木付　尚巳
赤松 宮田　博仁

自然郷 小野　町子

川
崎
地
区

宗行 長東　孝憲
則次 河野　晋一

辻の尾 越智　好
成行 小谷　俊幸
千騎 手島　勇次
大峯 笠置　喜代造

地区・区名 氏　名

川
崎
地
区

 平原 二宮　利嗣

 東小深江 吉水　浩
 西小深江 上西　康雄

 内野 児玉　隆則

大
神
地
区

北大神 河野　保則

南大神 利光　和彦

後村 池上　清実
中村 白水　照哉
中央 福良　修次

三尺山 岡崎　信秀

上深江 利光　弘文
高尾 今村　卓美

日比の浦 八坂　勇

港 佐々木　彦四郎
牧の内 丸山　文明
軒の井 三浦　欣也

原山 松本　一秀
片原津 垣迫　雅夫

照川 武野　和明
真那井 小石　英介

八代 佐藤　義人

令和５年度区長名簿（敬称略）

令和５年度の区長が決まりました

■問合先　総務課  行政係　☎ 73-3150

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

　食費などの物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯分の給付金を受け
取った方を除く）を支援するために、子育て世帯生活支援特別給付金（対象児童１人につき
５万円）を支給します。

対象者

①令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金（前回の給付金）の支給対象者であった方
　　▶①の方は、申請不要です。すでに５月に個別にお知らせを送付しています。

②令和５年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障がい児の場合は 20 歳未満。令和６年２月末までに生
　まれた新生児等も含みます）を養育する父母等であって直近の収入が急変し、住民税非課税相当の収
　入となった方
　　▶②の方は、申請が必要です。町ホームページ（ページ ID：2840）で詳細を確認して、子育て支援
　　　課に申請してください（個別の通知は行いません）。申請期限は、令和６年２月 29 日（木）です。

■問合先　子育て支援課  子育て支援係　☎ 73-3177

ひじ 2023. ６月 8

制度改正や手続き、暮らしに役立つ行政情報のお知らせ

ご存じですか？地籍調査のこと

　地籍調査とは、土地の戸籍調査ともいうべきもので、
この調査によって、一筆ごとの土地について、正しい位
置、境界、地番、地目、所有者、面積などを明確にし、
新しい地図（地籍図）と台帳（地籍簿）を作る重要な調
査です（※地籍調査による必要経費などの住民負担は一
切ありません）。

  

　現在の土地台帳、字図は、明治時代の初めにつくられ
たもので、当時の測量技術の未熟さと、長い年月が経過
していることにより、現況と必ずしも一致していません。
　そのため、皆さんの大事な財産である土地の情報を、
最新の測量技術と正確な調査によって明確にし、その権
利を保存する必要があります。

●隣との境界に塀を建てようとしたら、境界が分からな
　かった。
●土地を売ろうとしたら、地番が分からなかった。 
●土地を買ったら、面積が違っていた。  

　なぜ、地籍調査が必要なの？

　地籍調査をすれば、こういう問題が解決できます

　令和５年度は、日出町大字豊岡の一部（西・西の一・
西の二・西の三・法花寺区）を調査しますので、土地
所有者は境界立ち会いなどに、ご理解とご協力をお願
いします。 

○地籍調査成果の登記完了についてお知らせ

　令和元年度に実施した大字豊岡の一部（中の二・中
の三・影の木区）について、法務局にて成果の登記が
完了しました。

土地所有者がすることは？
　隣接の土地と自分の土地との境界を明確に知るこ
とが大切です。

●  隣接の土地所有者とよく相談し、自分の土地の境
界を確認しておいてください。もし、その土地に、
雑草や木が密集している場合は、境界線を中心に
１メートル幅程度を伐採して、見通しをよくし、
人が自由に通れて、境界杭打ちや測量ができるよ
うにしておいてください。

●  売買や譲渡などで権利移転の登記が済んでいない
ものは、早めに手続きを済ませておいてください。

■問合先　都市建設課  地籍係　☎ 73-3154

放置竹林の整備に対する補助金
のお知らせ

　町は、放置された町内の竹林整備を個人や地域で取り
組む場合に、補助金を交付する事業を始めました。詳細
は、お問い合わせください。

【事例】
■竹の本数を１ヘクタール当たり 5,000 本以下（例えば
　1,000㎡の場合は 500 本以下）まで伐採する間

かん

伐
ばつ

■全て伐採した後に、広葉樹を１ヘクタール当たり 1,000 本 
　以上（例えば 1,000㎡の場合は 100 本）植える皆

かい

伐
ばつ

補助金額 　５万円～ 15万円
　※条件により異なります。

問合先　農林水産課  耕地林業係　☎ 73-3127

　重度心身障害者医療費の支給対象となるか確認するた
め、毎年所得判定を行っています。
　所得の申告がお済みでない方は、制度の対象となるか
の判断に必要なため、６月末までに必ず税務課にて申告
をお願いします。
　判定後は、有効期間を更新した受給者証、または却下
通知を７月下旬に送付する予定です。

■問合先
　制度について：介護福祉課  障害福祉係　
　　　　　　　　　☎ 73-3126　FAX  72-7915
　申告について：税務課  住民税係　
　　　　　　　　　☎ 73-3123　FAX  72-7294

重度心身障害者医療費受給証の
更新について
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令和５年度区長名簿（敬称略）

令和５年度の区長が決まりました

■問合先　総務課  行政係　☎ 73-3150

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

　食費などの物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯分の給付金を受け
取った方を除く）を支援するために、子育て世帯生活支援特別給付金（対象児童１人につき
５万円）を支給します。

対象者

①令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金（前回の給付金）の支給対象者であった方
　　▶①の方は、申請不要です。すでに５月に個別にお知らせを送付しています。

②令和５年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障がい児の場合は 20 歳未満。令和６年２月末までに生
　まれた新生児等も含みます）を養育する父母等であって直近の収入が急変し、住民税非課税相当の収
　入となった方
　　▶②の方は、申請が必要です。町ホームページ（ページ ID：2840）で詳細を確認して、子育て支援
　　　課に申請してください（個別の通知は行いません）。申請期限は、令和６年２月 29 日（木）です。

■問合先　子育て支援課  子育て支援係　☎ 73-3177
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　令和５年度の大分県後期高齢者医療保険料率 　保険料の計算方法（令和５年度）

　均等割の軽減措置について

令和５年度

均等割額 53,600円

所得割率 10.32％

賦課限度額 66万円

年間保険料

上限 66万円

①均等割額

53,600 円

②所得割額

前年所得※× 10.32％
＝ ＋

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する①均等割額と、所
得に応じて負担する②所得割額を合計して個人単位で計算され
ます。

※ 前年所得とは、前年の総所得金額などから基礎控除額 (43 万
円 ) を差し引いた金額です。

軽減割合
軽減判定所得（世帯主および世帯の被保険者の総所得金額等の合計）
が次に該当する世帯

7割
『基礎控除額（43 万円）

　　　　＋ 10 万円 × （年金・給与所得者数－ 1 ）』を超えない世帯

５割
『基礎控除額（43 万円） ＋ 29 万円 × 世帯の被保険者数

　　　　＋ 10 万円 × （ 年金・給与所得者数－ 1 ）』を超えない世帯

２割
『基礎控除額（43 万円） ＋ 53.5 万円 × 世帯の被保険者数 

　　　　＋ 10 万円 × （年金・給与所得者数－ 1）』を超えない世帯

　世帯の状況に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。

令和５年度の後期高齢者医療保険料をお知らせします

　大分県内の保険料率は、全区域で均一で、
２年ごとに見直しがあります。令和 5 年度の
大分県の保険料率は、令和４年度と同じです。

■問合先　介護福祉課  介護保険係　☎ 73-3136

『介護保険負担限度額認定』の令和５年度更新申請は 6 月 16 日まで

　介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設）とショートステイ（短
期入所生活介護など）を利用する方は、要件を満たせば、申請により『介護保険負担限度額認定証』が交付され、食
費と居住費が軽減されます。
　この負担限度額認定証の有効期限は、7 月 31 日（月）までとなっています。8 月以降も食費と居住費の軽減を希望
される方は、次のとおり更新の申請を行ってください（対象となる方には、個別に通知します）。

提出するもの
■介護保険負担限度額認定申請書（通知に同封しています）
■ご本人名義と配偶者名義でお持ちの全ての『通帳』、『証券会社の口座残高』などの写し
　※申請前に、必ず通帳の記帳を行ってください。

提出場所 介護福祉課  介護保険係（新館１階）

提出期限 ６月 16 日（金）

注意事項

■申請しても、住民税の課税状況や預貯金の状況によっては、更新できないことがあります。
■預貯金以外であっても、自宅などで保管している現金や負債があれば、申告する必要があり
　ます。申告を偽り、不正に認定を受けた場合は、介護保険法第 22 条第 1 項の規定により、　
　支給された額の倍の加算金を返還していただくことがあります。

■問合先　大分県後期高齢者医療広域連合　☎ 097-534-1771( 代表 )　／　税務課  住民税係　☎ 73-3123

保険料軽減対象が拡
大されました

　均等割額５割軽減と
２割軽減の軽減対象と
なる所得基準額が、令
和４年度の基準額から
引き上げられました（左
記の太枠部分）
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制度改正や手続き、暮らしに役立つ行政情報のお知らせ

　代表的な口
こう

腔
くう

の疾患に、むし
歯と歯周病があります。口腔の
疾患は、さまざまな全身疾患と
関連していると言われており、
口腔の健康状態は、全身の健康
状態と密接な関係があることが
分かってきています。
　口腔の健康状態を維持または
改善するためには、自分自身で
行う口腔ケアに加えて、歯科治
療や歯科健診も必要です。
　ぜひ、この機会に歯や口の健
康を見直してみてください。

対象

日出町にお住まい（住民票がある）の方で、本年度中に次の年齢に
なる方（対象の方に、６月ごろに案内を個別に送付します）

実施期間 ６月１日～令和６年３月 31 日

検診費用 無料（１回まで）

その他 詳細は、送付する案内をご確認ください

６月４日～６月 10 日は『歯と口の健康週間』です
～手に入れよう　長生きチケット　歯みがきで～

■問合先　健康増進課  健康推進係　☎ 73-3130

　　歳
昭和 58 年 4 月 1 日～
昭和 59 年 3 月 31 日　

40 　　歳
昭和 38 年 4 月 1 日～
昭和 39 年 3 月 31 日　

60　　歳
昭和 48 年 4 月 1 日～
昭和 49 年 3 月 31 日　

50

６月から歯周疾患検診を実施します

子どものお口の中をみる習慣を
つけましょう

　子どもの歯は虫歯になりやすいため、毎日の正しいブ
ラッシングと仕上げ磨きが大切です。自分で歯磨きをし
た後は、磨き残しがないか、大人が口の中を確認しなが
ら仕上げ磨きをしましょう。
　また、定期的に歯科検診を受診することも必要です。
早めにかかりつけの歯医者さんを見つけて、日頃から相
談をしたりフッ化物塗布をしてもらうなどして、お口の
健康を保ちましょう。
　『歯と口の健康週間』を機に、大人も子どもも一緒に
ご自身の歯の健康を考えてみませんか？

■問合先　子育て世代包括支援センター　☎ 73-3232

仕上げ磨きもしっかり！

　６月中旬、国民健康保険税の決定通知書・納付書を世
帯主（納税義務者）宛に送ります。口座振替の利用者や
年金天引き（特別徴収）の方には、通知書を送付します。
　世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯に
国民健康保険に加入している方がいる場合は、世帯主が
納税義務者となります。
　納付書が届く前に、国民健康保険からほかの健康保険
に変わった場合でも、４月分または５月分の国民健康保
険税が発生していますので、納め忘れがないようにして
ください。

～保険税の納付は口座振替が便利です～
　　口座振替は、一度申し込みをすると、保険税を自動的
に納付する便利で安心な納付方法です。納め忘れのない
口座振替による納付をお勧めします。町内の金融機関で
申し込み手続きができます（金融機関のキャッシュカー
ドをお持ちであれば、役場でも手続きができます）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■問合先　税務課　☎ 73-3123

令和５年度　国民健康保険税の
納付書を発送します

６月中旬に発送予定
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　令和５年度の大分県後期高齢者医療保険料率 　保険料の計算方法（令和５年度）

　均等割の軽減措置について

令和５年度

均等割額 53,600円

所得割率 10.32％

賦課限度額 66万円

年間保険料

上限 66万円

①均等割額

53,600 円

②所得割額

前年所得※× 10.32％
＝ ＋

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する①均等割額と、所
得に応じて負担する②所得割額を合計して個人単位で計算され
ます。

※ 前年所得とは、前年の総所得金額などから基礎控除額 (43 万
円 ) を差し引いた金額です。

軽減割合
軽減判定所得（世帯主および世帯の被保険者の総所得金額等の合計）
が次に該当する世帯

7割
『基礎控除額（43 万円）

　　　　＋ 10 万円 × （年金・給与所得者数－ 1 ）』を超えない世帯

５割
『基礎控除額（43 万円） ＋ 29 万円 × 世帯の被保険者数

　　　　＋ 10 万円 × （ 年金・給与所得者数－ 1 ）』を超えない世帯

２割
『基礎控除額（43 万円） ＋ 53.5 万円 × 世帯の被保険者数 

　　　　＋ 10 万円 × （年金・給与所得者数－ 1）』を超えない世帯

　世帯の状況に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。

令和５年度の後期高齢者医療保険料をお知らせします

　大分県内の保険料率は、全区域で均一で、
２年ごとに見直しがあります。令和 5 年度の
大分県の保険料率は、令和４年度と同じです。

■問合先　介護福祉課  介護保険係　☎ 73-3136

『介護保険負担限度額認定』の令和５年度更新申請は 6 月 16 日まで

　介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設）とショートステイ（短
期入所生活介護など）を利用する方は、要件を満たせば、申請により『介護保険負担限度額認定証』が交付され、食
費と居住費が軽減されます。
　この負担限度額認定証の有効期限は、7 月 31 日（月）までとなっています。8 月以降も食費と居住費の軽減を希望
される方は、次のとおり更新の申請を行ってください（対象となる方には、個別に通知します）。

提出するもの
■介護保険負担限度額認定申請書（通知に同封しています）
■ご本人名義と配偶者名義でお持ちの全ての『通帳』、『証券会社の口座残高』などの写し
　※申請前に、必ず通帳の記帳を行ってください。

提出場所 介護福祉課  介護保険係（新館１階）

提出期限 ６月 16 日（金）

注意事項

■申請しても、住民税の課税状況や預貯金の状況によっては、更新できないことがあります。
■預貯金以外であっても、自宅などで保管している現金や負債があれば、申告する必要があり
　ます。申告を偽り、不正に認定を受けた場合は、介護保険法第 22 条第 1 項の規定により、　
　支給された額の倍の加算金を返還していただくことがあります。

■問合先　大分県後期高齢者医療広域連合　☎ 097-534-1771( 代表 )　／　税務課  住民税係　☎ 73-3123

保険料軽減対象が拡
大されました

　均等割額５割軽減と
２割軽減の軽減対象と
なる所得基準額が、令
和４年度の基準額から
引き上げられました（左
記の太枠部分）
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今
年
も
無
事
に
城
下
か
れ
い
祭
り
が

終
了
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
の
来
賓
と
し
て
、
佐

藤
樹
一
郎
大
分
県
知
事
に
ご
臨
席
い
た

だ
き
ま
し
た
。
知
事
は
会
場
で
、
町
民

の
方
々
と
の
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
ま
れ
た

ほ
か
、
日
出
港
で
行
っ
た
マ
コ
ガ
レ
イ

の
稚
魚
の
放
流
に
も
参
加
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
初
日
は
、
あ
い
に
く
の
雨
天
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
出
で
に
ぎ
わ
い

ま
し
た
。
花
火
大
会
に
つ
い
て
も
、
多

く
の
方
に
観
覧
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
二
日
目
は
天
気
に
恵
ま
れ
、
日
出
小

学
校
の
会
場
は
、
さ
ら
に
多
く
の
方
で

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
店
舗
を
訪
ね
て
み

た
ら
、
祭
り
の
終
了
前
に
早
々
と
売
り

切
れ
と
な
っ
た
商
品
も
あ
る
ほ
ど
で
、

出
店
者
は
う
れ
し
い
悲
鳴
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
雨
で
前
日
に
実
施
で
き
な
か
っ
た
漁

船
遊
覧
ツ
ア
ー
の
様
子
を
見
に
行
く
途

中
に
、
私
と
同
年
代
と
思
し
き
ご
夫
婦

と
話
す
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
お
二
人

は
、
日
出
町
に
移
住
し
て
き
て
３
年
目

と
の
こ
と
で
、
祭
り
か
ら
帰
る
途
中
で

し
た
。
祭
り
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
た

様
子
で
、
前
夜
は
雨
の
な
か
の
花
火
に

感
動
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、

「
日
出
町
は
良
い
町
で
す
ね
」
と
の
お
言

葉
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
移
住
し
て
き

て
か
ら
、
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
さ
れ
る
な

ど
で
日
出
町
を
知
る
機
会
が
少
な
く
て
、

寂
し
い
思
い
を
さ
れ
て
い
た
の
か
な
、

と
思
っ
た
次
第
で
す
。

　
あ
ら
た
め
て
、
こ
う
し
た
祭
り
が
地

域
活
性
化
や
人
と
人
と
の
交
流
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
識

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
花
火
の
打
ち
上
げ
は
、
町
内

事
業
所
の
協
賛
で
実
施
で
き
て
い
ま
す
。

協
賛
い
た
だ
い
た
１
０
７
の
事
業
所
の

皆
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
祭
り
の
開
催
に
ご
尽
力
い
た

だ
い
た
関
係
団
体
の
皆
さ
ま
に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も

喜
ん
で
も
ら
え
る
祭
り
に
な
る
よ
う
実

行
委
員
会
一
同
、
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
来
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

戻
っ
て
き
た
に
ぎ
わ
い町

長
　
本
田
博
文

67

町長室

から

　
　

生徒指導とは？

人権コラム

住民生活課人権尊重・部落
差別解消推進室 / 社会教育課

人権相談窓口
■人権何でも相談所（人権擁護委員による相談）　毎月第 1 火曜日（祝日などを除く）　10 時 ~15 時　新館 1 階相談室
■ 人権相談　月曜 ~ 金曜（祝日などを除く）　9 時 ~17 時　住民生活課 人権尊重・部落差別解消推進室　☎ 73-3122

　
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
を
支
え
る

　　
い
じ
め
の
認
知
件
数
や
児
童
虐
待
の
相

談
対
応
件
数
の
急
増
、
不
登
校
や
自
殺
者

の
増
加
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
ト
ラ
ブ
ル
や
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
な
ど
の
新
た
な
課
題
の
発
見

な
ど
、
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
は

昔
と
比
べ
、
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
文
部
科

学
省
は
生
徒
指
導
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ

る
『
生
徒
指
導
提て
い

要よ
う

』
を
２
０
２
２
年
に

大
幅
に
改
訂
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
訂
版
は
『
生
徒
指
導
の
基

礎
』『
い
じ
め
』『
暴
力
行
為
』『
児
童
虐
待
』

な
ど
13
の
章
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
な

か
で
も
、
生
徒
指
導
の
定
義
が
次
の
よ
う

に
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

　『
生
徒
指
導
と
は
、
児
童
生
徒
が
、
社

会
の
な
か
で
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
存
在
へ
と
、
自
発
的
・
主
体
的
に

成
長
や
発
達
す
る
過
程
を
支
え
る
教
育
活

動
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
生
徒
指
導
上

の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応

じ
て
指
導
や
援
助
を
行
う
。』

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
指
導
に
あ
た
っ

て
の
留
意
点
と
し
て
、
日
本
が
１
９
９
４

年
に
批
准
し
た
『
こ
ど
も
の
権
利
条
約
』

に
基
づ
き
、
先
の
国
会
で
成
立
し
た
『
こ

ど
も
基
本
法
』
に
示
さ
れ
た

①
児
童
生
徒
に
対
す
る
い
か
な
る
差
別
も

　
し
な
い

②
児
童
生
徒
に
と
っ
て
最
も
よ
い
こ
と
を

　
第
一
に
考
え
る

③
児
童
生
徒
の
命
や
生
存
、
発
達
が
保
障

　
さ
れ
る

④
児
童
生
徒
は
自
由
に
自
分
の
意
見
を
表

　
明
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る

の
４
つ
の
原
則
を
、
ま
ず
指
導
者
が
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
記
さ
れ
た
こ

と
で
す
。

　
生
徒
指
導
は
、
子
ど
も
た
ち
の
『
問
題

行
動
を
解
決
す
る
』
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
『
成
長
・
発
達
を
支
え
る
』
も
の

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
強
調
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
私
た
ち
大
人
は
『
子
ど
も
は
子
ど
も
、

大
人
に
従
う
も
の
』
と
し
て
『
子
ど
も
の

権
利
』
を
見
過
ご
し
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
自
分
た
ち
が
子
ど
も
だ
っ

た
頃
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
条
約
や
提
要

の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す

ね
。

こころの
まど
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ご存じですか？行政相談委員

■行政相談委員とは？
　行政相談委員は、法律に基づき、総務大臣から委嘱さ
れます。無報酬で、国などが行っている仕事に対する苦
情や要望・意見を住民から受け、問題解決の促進を図る
住民と行政のパイプ役です。

■日出町の行政相談委員
　近藤  嘉登 さん（豊岡地区）
 

問合先　大分行政監視行政相談センター（きくみみ大分）
　　　　☎ 097-532-3715
　　　　政策企画課  広報広聴係　☎ 73-3116

相談は無料、相談内容などの秘密は、堅く守られます。
お気軽にご相談ください。
※相談日は、19 ページの定期相談でご確認ください。

広報ひじ７月号に掲載する
俳句・川柳・短歌を募集します

　広報ひじ７月号に掲載する俳句・川柳・短歌を募集
しますので、たくさんのご応募お待ちしています。

７月号テーマ 夏　（提出期限：６月 14 日（水）必着）

応募方法
①郵送または FAX　②直接持参
③インターネット　のいずれか

応募内容

・『俳句』『川柳』『短歌』のいずれかを
　選択して応募してください（全て含
　めて１作品まで。日出町在住の方の
　み応募可）。

・住所、氏名、連絡先、作品（作品の種
　類も）を記載して応募してください。

その他
・紙面の都合上、応募多数で全て掲載
　できない場合は、選定（職員の投票）
　となります。

①郵送または FAX で提出
　▶〒 879-1592  日出町 2974 番地 1
　　FAX：72-7294　
②直接持参
　▶新館２階の政策企画課に提出
③インターネット
　▶右記から応募フォームに移ります

■問合先　政策企画課　☎ 73-3116

テーマは ・ ・ ・

　現在、各地区の民生委員さんにお願いし、65 歳以上
の方を対象に、福祉行政を進めるうえで必要な情報（世
帯および身体の状況や緊急時の連絡先など）についての
調査を実施しています。
　特に、一人暮らしの方の安否が長期間確認できない場
合や、突然具合が悪くなり自宅で倒れているような場合
は、速やかに親族と連絡をとることが必要になるため、
とても大事な調査です。
　各地区の民生委員さんが訪問し、確認調査を行います
ので、ご協力のほどよろしくお願いします。

■問合先　介護福祉課  地域福祉係　☎ 73-3121

　商品の販売や農水産物の出荷、薬の調剤や診療などで
はかり（特定計量器）を使用されている方は、２年ごと
に定期検査を受ける必要があります。
　次の日程で検査を行いますので、ご都合の良い時間に
お越しください。

　ご使用中のはかりが、検査対象になるかどうかご不明
な方や、事業を廃業してはかりを使用されなくなった方
は、まちづくり推進課、または大分県産業科学技術セン
ターにご連絡ください。

■問合先
　まちづくり推進課　☎ 73-3158
　大分県産業科学技術センター　☎ 097-596-7102

65 歳以上の世帯の調査を実施
しています

こんにちは♪

はかり（特定計量器）をお使い
の皆さまにお知らせ

検査日時
６月６日（火）～６月７日（水）
両日：10 時～ 12 時  ／   13 時～ 15 時

検査費用
デジタル：1,400 円～ 3,100 円程度
上記以外：500 円～ 900 円程度
※はかりの種類によって費用が異なります

場所 保健福祉センター

検査対象と
なるはかり
（一例）

■量り売りなど商品の販売で使用する
　もの
■農水産物の出荷で使用するもの
■薬の調剤などで使用するもの
■宅配便などの計量で使用するもの
■健康診断などで使用する体重計
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今
年
も
無
事
に
城
下
か
れ
い
祭
り
が

終
了
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
の
来
賓
と
し
て
、
佐

藤
樹
一
郎
大
分
県
知
事
に
ご
臨
席
い
た

だ
き
ま
し
た
。
知
事
は
会
場
で
、
町
民

の
方
々
と
の
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
ま
れ
た

ほ
か
、
日
出
港
で
行
っ
た
マ
コ
ガ
レ
イ

の
稚
魚
の
放
流
に
も
参
加
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
初
日
は
、
あ
い
に
く
の
雨
天
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
出
で
に
ぎ
わ
い

ま
し
た
。
花
火
大
会
に
つ
い
て
も
、
多

く
の
方
に
観
覧
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
二
日
目
は
天
気
に
恵
ま
れ
、
日
出
小

学
校
の
会
場
は
、
さ
ら
に
多
く
の
方
で

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
店
舗
を
訪
ね
て
み

た
ら
、
祭
り
の
終
了
前
に
早
々
と
売
り

切
れ
と
な
っ
た
商
品
も
あ
る
ほ
ど
で
、

出
店
者
は
う
れ
し
い
悲
鳴
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
雨
で
前
日
に
実
施
で
き
な
か
っ
た
漁

船
遊
覧
ツ
ア
ー
の
様
子
を
見
に
行
く
途

中
に
、
私
と
同
年
代
と
思
し
き
ご
夫
婦

と
話
す
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
お
二
人

は
、
日
出
町
に
移
住
し
て
き
て
３
年
目

と
の
こ
と
で
、
祭
り
か
ら
帰
る
途
中
で

し
た
。
祭
り
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
た

様
子
で
、
前
夜
は
雨
の
な
か
の
花
火
に

感
動
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、

「
日
出
町
は
良
い
町
で
す
ね
」
と
の
お
言

葉
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
移
住
し
て
き

て
か
ら
、
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
さ
れ
る
な

ど
で
日
出
町
を
知
る
機
会
が
少
な
く
て
、

寂
し
い
思
い
を
さ
れ
て
い
た
の
か
な
、

と
思
っ
た
次
第
で
す
。

　
あ
ら
た
め
て
、
こ
う
し
た
祭
り
が
地

域
活
性
化
や
人
と
人
と
の
交
流
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
識

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
花
火
の
打
ち
上
げ
は
、
町
内

事
業
所
の
協
賛
で
実
施
で
き
て
い
ま
す
。

協
賛
い
た
だ
い
た
１
０
７
の
事
業
所
の

皆
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
祭
り
の
開
催
に
ご
尽
力
い
た

だ
い
た
関
係
団
体
の
皆
さ
ま
に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も

喜
ん
で
も
ら
え
る
祭
り
に
な
る
よ
う
実

行
委
員
会
一
同
、
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
来
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

戻
っ
て
き
た
に
ぎ
わ
い町

長
　
本
田
博
文

67

町長室

から

　
　

生徒指導とは？

人権コラム

住民生活課人権尊重・部落
差別解消推進室 / 社会教育課

人権相談窓口
■人権何でも相談所（人権擁護委員による相談）　毎月第 1 火曜日（祝日などを除く）　10 時 ~15 時　新館 1 階相談室
■ 人権相談　月曜 ~ 金曜（祝日などを除く）　9 時 ~17 時　住民生活課 人権尊重・部落差別解消推進室　☎ 73-3122

　
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
を
支
え
る

　　
い
じ
め
の
認
知
件
数
や
児
童
虐
待
の
相

談
対
応
件
数
の
急
増
、
不
登
校
や
自
殺
者

の
増
加
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
ト
ラ
ブ
ル
や
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
な
ど
の
新
た
な
課
題
の
発
見

な
ど
、
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
は

昔
と
比
べ
、
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
文
部
科

学
省
は
生
徒
指
導
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ

る
『
生
徒
指
導
提て
い

要よ
う

』
を
２
０
２
２
年
に

大
幅
に
改
訂
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
訂
版
は
『
生
徒
指
導
の
基

礎
』『
い
じ
め
』『
暴
力
行
為
』『
児
童
虐
待
』

な
ど
13
の
章
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
な

か
で
も
、
生
徒
指
導
の
定
義
が
次
の
よ
う

に
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

　『
生
徒
指
導
と
は
、
児
童
生
徒
が
、
社

会
の
な
か
で
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
存
在
へ
と
、
自
発
的
・
主
体
的
に

成
長
や
発
達
す
る
過
程
を
支
え
る
教
育
活

動
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
生
徒
指
導
上

の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応

じ
て
指
導
や
援
助
を
行
う
。』

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
指
導
に
あ
た
っ

て
の
留
意
点
と
し
て
、
日
本
が
１
９
９
４

年
に
批
准
し
た
『
こ
ど
も
の
権
利
条
約
』

に
基
づ
き
、
先
の
国
会
で
成
立
し
た
『
こ

ど
も
基
本
法
』
に
示
さ
れ
た

①
児
童
生
徒
に
対
す
る
い
か
な
る
差
別
も

　
し
な
い

②
児
童
生
徒
に
と
っ
て
最
も
よ
い
こ
と
を

　
第
一
に
考
え
る

③
児
童
生
徒
の
命
や
生
存
、
発
達
が
保
障

　
さ
れ
る

④
児
童
生
徒
は
自
由
に
自
分
の
意
見
を
表

　
明
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る

の
４
つ
の
原
則
を
、
ま
ず
指
導
者
が
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
記
さ
れ
た
こ

と
で
す
。

　
生
徒
指
導
は
、
子
ど
も
た
ち
の
『
問
題

行
動
を
解
決
す
る
』
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
『
成
長
・
発
達
を
支
え
る
』
も
の

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
強
調
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
私
た
ち
大
人
は
『
子
ど
も
は
子
ど
も
、

大
人
に
従
う
も
の
』
と
し
て
『
子
ど
も
の

権
利
』
を
見
過
ご
し
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
自
分
た
ち
が
子
ど
も
だ
っ

た
頃
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
条
約
や
提
要

の
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す

ね
。

こころの
まど
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日 月 火 水 木 金 土

３ １ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

さざんか児童館     ☎ 72 - 8383

●�赤ちゃんのお部屋（10時30分~）
　ふれあい遊びや身体測定をします。
●�スマイル子育て広場（中央公民館）（10時30分～）
　主任児童委員さんに子育ての相談をすることができます。
●すくすく☆げんき広場（10時~12時）
　身体測定や手形や足形をとることができます。
●こども園を見学しよう（０歳児対象・要予約）（10時~11時）
　併設しているこども園で、こども園の生活を見学したり園庭
で遊んだりしませんか。また、質問や相談などを受け付けます
ので、お気軽にお越しください。
●�親子グループ活動（10時30分~）
　初めての方も大歓迎です。どなたでも遊びに来ることがで
きます。

※時間や活動内容は下段をご確認ください

日出町地域子育て支援センターHUGくみ　☎ 85 - 8820

●�産後deヨガ （11時~12時）
　産後１年以内のママ･要申込･参加費200円・バスタオル持参
●� 親子リトミック教室（11時15分~12時）
　乳幼児とその保護者・要申込･無料
●� WAKUWAKUつみきくらぶ（11時~12時）
　乳幼児とその保護者・要申込・無料
●�子連れdeヨガ（11時~12時）
　子育て中のママ･要申込･参加費100円
●�マタニティ・ヨガ （11時~12時）
　妊娠５か月以上（安定期）の方･要申込･参加費300円
●�えいごであそぼ!Peek-a-boo （11時~11時30分）
　乳幼児とその保護者・要申込・無料
●� べビマ・レッスンＨＵＧくみ（11時~12時）
　生後２か月～１歳前後の歩き始めるまでの赤ちゃん・
　要申込･100円
●�てしごと工房（10時15分~11時45分）
　子育て中のママ、妊娠中の方・要申込・参加費300円

３歳6か月児健診
（Ｒ1.11・12月生）

５歳児相談会
（Ｈ30.４・５・６月生）

※�毎日館内や玩具の消毒・オゾンによる除菌を行っています。
安心して遊びに来てください。
※状況によっては、活動内容の変更や中止になることがあり
　ます。

赤ちゃんのお部屋

すくすく☆げんき
広場

こども園を見学しよう

スマイル子育て広場
（中央公民館）

＊休日当番医が変更になる場合がありますので、各医療機関や健康増進課（☎ 73-3130）にご確認ください。　
＊休日当番医の診療時間：９時～ 17 時（歯科は 9 時～ 12 時）
＊別府口腔保健センター（☎ 21-5657）でも休日歯科診療を実施しています。　　　　
＊『育児相談』『乳幼児健診』は、子育て支援課子育て世代包括支援センター（☎ 73-3232）にお問い合わせください。　
＊新型コロナウイルス感染症の状況によっては活動内容の変更や中止になることがあります。

親子グループ活動
（0～1歳児）

親子グループ活動
（0～1歳児）

親子グループ活動
（0～1歳児）

親子グループ活動
（3～５歳児）

親子グループ活動
（3～５歳児）

親子グループ活動
（3～５歳児）

親子グループ活動
（2歳児）

親子グループ活動
（2歳児）

親子グループ活動
（2歳児）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか） （さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（休）サンライズ
　酒井病院
　☎72-2266

（休）日出児玉病院	
　☎72-2724

（休）溝部歯科医院
　☎72-6488

の健康・子育てカレンダー６月

 特定健診・がん検診
（中央体育館）

（休）吉岡内科医院
　☎73-2787

（休）鈴木病院
　☎73-2131

（HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ） （HUGくみ） （HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ） （HUGくみ）

（HUGくみ） （HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ） （HUGくみ）

（HUGくみ）

産後deヨガ

産後deヨガ

親子リトミック教室
ブックスタート

ブー・フー・ウー
読み聞かせ

ベビー＆キッズデー
FUMFUM読み聞かせ
ブックスタート

マタニティ・ヨガ

マタニティ・ヨガ てしごと工房

子連れdeヨガ

子連れdeヨガ

助産師相談日

歯科衛生士相談日

栄養士と座談会

えいごであそぼ！
Peek-a-boo

WAKUWAKUつみ
きくらぶ

べビマ・レッスン
ＨＵＧくみ

子育て講習会
持っているカメラで
『我が子をかわいく
撮ろう』

子育て相談会
『暖暖』

図書

図書 図書

図書

…図書館イベント（詳細は『図書館だより』をご覧ください）
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子育て情報

子育て
情報

持っているカメラで
『我が子をかわいく撮ろう！』

■日時　６月 17 日（土）　10 時 30 分～ 12 時
■場所　研修室
■定員　10 組（参加費：無料）　※託児あり
■対象　子育て中のパパ・ママ、プレパパ・プレママ
■講師　フォトスタジオ SunnyGreen
　　　　フォトグラファー　川野  悦子

子育て講習会

①気になる子どもに寄り添う子育て相談会『暖暖』　★要申込
　　実施日：６月２日（金）10 時～ 12 時
　　相談員：大分県発達障がい者支援センター
　　　　　　ＥＣＯＡＬ副センター長　田中  秀征

②栄養士と座談会　★要申込
　　実施日：６月９日（金）10 時 15 分～ 11 時 45 分　　相
談員：此本  紀代子（栄養士）

③助産師相談日　★要申込
　　実施日：６月 16 日（金）10 時～ 12 時
　　相談員：阿部  真理子（助産師）　

④歯科衛生士相談日　★要申込
　　実施日：６月 20 日（火）10 時～ 12 時
　　相談員：二村  紀子（歯科衛生士）

６月の相談日

■『子育て講習会』『各種相談』の問合先
　日出町地域子育て支援センター HUG くみ
　☎ 85-8820

児童手当に関するお知らせ

児童手当現況届について

　令和 4 年度から、児童手当・特例給付の受給資格を
確認するための現況届が原則提出不要になりましたが、
一部の方は提出が必要です。
　対象の方には現況届を送付しますので、6 月中に手続
きをしてください。

※町において受給資格の状況を確認できなかった場合、
　別途、手続きが必要になることがあります。

※受給者が公務員になる場合、児童と新たに別居する
　場合、町外児童・配偶者の住所変更、受給者の結婚・
　離婚、年金種別の変更などがあった際は、随時手続
　きが必要です。

児童手当等の受給資格消滅後、支給対象の　
所得になった方は、手続きが必要です

　令和４年度に所得上限額を超えた方は、児童手当等の
受給資格が消滅していますが、令和５年度（令和４年分）
の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて
児童手当等の受給資格の認定請求が必要です。
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児童手当６月定期支払いのお知らせ

　登録している金融機関の口座に振り込みします。通
帳記帳してご確認ください。
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　■対象月　２月分～５月分

問合先　子育て支援課  子育て支援係　☎ 73-3177

日出町の子育てに関する
相談窓口や各種手続き、制
度のご案内のほか、様々
な子育て支援情報をまと
めた冊子です  ▼

子育てに役立つ情報が満載
令和
５年
度版
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日 月 火 水 木 金 土

３ １ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

さざんか児童館     ☎ 72 - 8383

●�赤ちゃんのお部屋（10時30分~）
　ふれあい遊びや身体測定をします。
●�スマイル子育て広場（中央公民館）（10時30分～）
　主任児童委員さんに子育ての相談をすることができます。
●すくすく☆げんき広場（10時~12時）
　身体測定や手形や足形をとることができます。
●こども園を見学しよう（０歳児対象・要予約）（10時~11時）
　併設しているこども園で、こども園の生活を見学したり園庭
で遊んだりしませんか。また、質問や相談などを受け付けます
ので、お気軽にお越しください。
●�親子グループ活動（10時30分~）
　初めての方も大歓迎です。どなたでも遊びに来ることがで
きます。

※時間や活動内容は下段をご確認ください

日出町地域子育て支援センターHUGくみ　☎ 85 - 8820

●�産後deヨガ （11時~12時）
　産後１年以内のママ･要申込･参加費200円・バスタオル持参
●� 親子リトミック教室（11時15分~12時）
　乳幼児とその保護者・要申込･無料
●� WAKUWAKUつみきくらぶ（11時~12時）
　乳幼児とその保護者・要申込・無料
●�子連れdeヨガ（11時~12時）
　子育て中のママ･要申込･参加費100円
●�マタニティ・ヨガ （11時~12時）
　妊娠５か月以上（安定期）の方･要申込･参加費300円
●�えいごであそぼ!Peek-a-boo （11時~11時30分）
　乳幼児とその保護者・要申込・無料
●� べビマ・レッスンＨＵＧくみ（11時~12時）
　生後２か月～１歳前後の歩き始めるまでの赤ちゃん・
　要申込･100円
●�てしごと工房（10時15分~11時45分）
　子育て中のママ、妊娠中の方・要申込・参加費300円

３歳6か月児健診
（Ｒ1.11・12月生）

５歳児相談会
（Ｈ30.４・５・６月生）

※�毎日館内や玩具の消毒・オゾンによる除菌を行っています。
安心して遊びに来てください。
※状況によっては、活動内容の変更や中止になることがあり
　ます。

赤ちゃんのお部屋

すくすく☆げんき
広場

こども園を見学しよう

スマイル子育て広場
（中央公民館）

＊休日当番医が変更になる場合がありますので、各医療機関や健康増進課（☎ 73-3130）にご確認ください。　
＊休日当番医の診療時間：９時～ 17 時（歯科は 9 時～ 12 時）
＊別府口腔保健センター（☎ 21-5657）でも休日歯科診療を実施しています。　　　　
＊『育児相談』『乳幼児健診』は、子育て支援課子育て世代包括支援センター（☎ 73-3232）にお問い合わせください。　
＊新型コロナウイルス感染症の状況によっては活動内容の変更や中止になることがあります。

親子グループ活動
（0～1歳児）

親子グループ活動
（0～1歳児）

親子グループ活動
（0～1歳児）

親子グループ活動
（3～５歳児）

親子グループ活動
（3～５歳児）

親子グループ活動
（3～５歳児）

親子グループ活動
（2歳児）

親子グループ活動
（2歳児）

親子グループ活動
（2歳児）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか） （さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（さざんか）

（休）サンライズ
　酒井病院
　☎72-2266

（休）日出児玉病院	
　☎72-2724

（休）溝部歯科医院
　☎72-6488

の健康・子育てカレンダー６月

 特定健診・がん検診
（中央体育館）

（休）吉岡内科医院
　☎73-2787

（休）鈴木病院
　☎73-2131

（HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ） （HUGくみ） （HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ） （HUGくみ）

（HUGくみ） （HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ）

（HUGくみ） （HUGくみ）

（HUGくみ）

産後deヨガ

産後deヨガ

親子リトミック教室
ブックスタート

ブー・フー・ウー
読み聞かせ

ベビー＆キッズデー
FUMFUM読み聞かせ
ブックスタート

マタニティ・ヨガ

マタニティ・ヨガ てしごと工房

子連れdeヨガ

子連れdeヨガ

助産師相談日

歯科衛生士相談日

栄養士と座談会

えいごであそぼ！
Peek-a-boo

WAKUWAKUつみ
きくらぶ

べビマ・レッスン
ＨＵＧくみ

子育て講習会
持っているカメラで
『我が子をかわいく
撮ろう』

子育て相談会
『暖暖』

図書

図書 図書

図書

…図書館イベント（詳細は『図書館だより』をご覧ください）
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　５月２日、町役場で『日出町観光親
善大使委嘱状交付式』が行われました。
本田町長は「地域の方々が誇りをもっ
てもらえるように、町の魅力を広めて
もらいたい」とあいさつ。マーク・パ
ンサーさんは「日出町は水がおいしく
て多くの観光客が来られている。これ
からは、まだ隠れている魅力を発信し
ていきたい」と語りました。

生野  朱音
■大分県日出町出身
■大分県のご当地アイド
　ルとして 10年間活動。
■各種ＣＭやテレビ番組
　に出演し、現在は TOS
　『ゆ～わくワイド』の町
　特派員として活躍中。

　Ryu  Ambe 
■神奈川県茅ケ崎市出身
■ファインアーティスト
　として、数々のアパレ
　ルブランドや音楽フェ
　スなどとコラボ。
■祖父が日出町出身で日
　出町が思い出の地。

マーク・パンサー
■フランス・マルセイユ
■元『globe』のメンバー
　として活躍。
■番組などを通じて、日
　出町の魅力に関心をも
　ち、町のイベントにも
　複数参加。

　４月 18 日、町保健福祉センターで『令和５年度日出
町健康づくり推進員委嘱状交付式・研修会』がありまし
た。健康づくり推進員 118 名のうち、今年度は新しく
37名が委嘱され、37名が再任されました。委嘱状交付
式後は、健康増進課の赤野保健師が健康づくりについて
「一人ひとりの健康づくりの取り組みだけでなく、家族
や地域の仲間と健康づくりを進めていくことが大切」と
説明。参加者は熱心に説明を聴いていました。

　アカウント名　　＠
　タイトル／場所

★素敵な写真をありがとうございます★

－日出町公式インスタグラムフォトコンテスト 2023 －

日出町観光親善大使（ひじまちアンバサダー）に３人が委嘱されました

健康づくり推進員が委嘱されました

　　　生
しょう

野
の

  朱
あか

音
ね

  さん　　　　　　　Ryu  Ambe   さん　　　マーク・パンサー  さん
リュウ　    アンベ

ＰＨ　ＴＯ   ＣＯＮＴＥＳＴ 2023
日出町公式インスタグラム

　■ yukitiro　さん　　■薔
ば

薇
ら

の道　
　■おおがファーム

　素敵な写真をありがとうございます★毎月
　１枚ずつ広報ひじで紹介していく予定です。

『# ひじフォト 2023』で検索すると、投稿
された素敵な写真を見ることができますの
で、ぜひご覧ください。

集まれ！ひじまちの魅力♡

@hiji_town
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まちの話題
４月～５月

　４月３日、町役場で『消防団長辞令交付式』が執り行
われました。新しく消防団長に任命された一宮澄夫さん
は「団長として任命していただき、光栄に思う。町民の
安全と安心を守るため、誠心誠意努力して、職務を全う
したい」と決意表明をしました。本田町長は「消防団は、
消火活動や火災予防、人命救助などあり、町民からの期
待は大きい。団長のリーダーシップとこれまでの経験を
もとに、尽力してほしい」と語りました。団長の任期は、
令和６年３月 31日までです。

　４月 27 日、藤原小学校５年生と６年生の 75 名が、
白いスイートコーン同好会（安部敏彦代表）が現在ブラ
ンド化に取り組んでいる白いとうもろこし『白雪姫』の
種まき作業をしました。安部会長は「今回の取り組みで、
みんなに甘くておいしい白雪姫を知ってもらいたい」と
あいさつ。児童らは、種まき方法を教わりながら、種を
丁寧にまいていました。収穫は、夏休み直前になる見込
みで、児童らは「楽しみに待ちたい」と笑顔で語りました。

　４月 25 日、大神地区にある大神回天公園で、大神回
天会（魚住修三代表）が犠牲者を慰霊しました。大神回
天会では、毎年犠牲者の慰霊を目的に毎年例祭を行って
おり、当日は関係者ら約 20 名が参加しました。魚住代
表のあいさつ後に、参加者全員で『海ゆかば』『同期の桜』
『大神回天隊』の鎮魂歌を歌い、鎮魂の祈りを捧げ、犠
牲者を悼みました。

　４月 19日、町役場で大分県信用組合が健診通知用封
筒 5,000 部を町に寄贈しました。これは、町と大分県信
用組合との包括連携協定に基づく取り組みで、今年で４
年目を迎えます。日出支店の衞藤支店長は「町の取り組
んでいる健康寿命の取り組みに少しでも貢献したい」と
あいさつし、本田町長は「県の独自指標の結果では、日
出町は特定健診の受診率が低い状況。いただいた封筒は、
大事に活用させていただく」と述べました。

消防団長に一宮澄夫さん

藤原小学生が白雪姫の種まき作業

回天慰霊祭で犠牲者を悼む

健診通知用封筒 5,000 部を町に寄贈
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●消費生活相談　（月～金曜日※祝休日を除く）
　場所	 政策企画課（役場新館 2階）
　日時	 8 時 30 分～ 17時
　※	専門相談員の在席は、月・木曜日（休庁日の

場合は翌開庁日）の 10時～ 15時 45分
　問合先	 政策企画課　☎ 73-3116
●交通事故相談（電話・面接相談）
　場所	 県庁別館 5階
　相談日	 平日（土・日・祝日を除く）
　　　　　			8 時 30 分～ 12時、13時～ 17時 15分
　※面接時間は 9時～ 16時
　相談先	 県生活環境企画課　☎097-506-2166

●無料人権相談・電話相談
　相談先	 大分地方法務局杵築支局
　日時	 毎週木曜日　9時～ 16時
　問合先	 ☎ 0978-62-2271
●無料人権電話相談
　相談先	 大分地方法務局杵築支局
　問合先	 ☎ 0978-62-2271
　なびダイヤル　☎ 0570-003-110

●家庭児童・母子婦人相談
　相談先	 子育て支援課　☎ 73-3177
●妊娠・出産・子育てに関する相談
　相談先　子育て世代包括支援センター
　　　　　（子育て支援課内）☎ 73-3232

●いつでも子育てほっとライン
　相談ダイヤル　☎ 0120-462-110
	 　　　　（24時間 365 日受付）

●高齢者総合相談
　相談先	 地域包括支援センター
	 （介護福祉課内）☎ 73-3115

●こころの相談会（要予約）
　場所　　保健福祉センター
　相談日　６月 14日（水）																		
　問合先　健康増進課		健康推進係　☎ 73-3130
　	メールでも予約可能になりました。
　詳細は町HPをご覧ください（ページ ID：1812）
　※	申し込み多数のため、希望日にお受けで

きず他の相談日をご案内する場合があり
ます。

●心の健康・認知症相談（第２火曜日・要予約）
　場所　　県東部保健所（別府市）
　相談日　６月 13日（火）
　　　　　15時 30分～
　　　　	 ※	前週までに電話予約が必要です
　問合先　県東部保健所　☎ 67-2511

●障がいのある方やご家族からの相談に応じます
　相談先	 	みのり障がい者生活支援センター
	 ☎ 75-7020
　相談先	 太陽の家障害者生活支援センター
	 ☎ 72-1682
　相談先	 相談支援事業所ほほえみ
	 ☎ 72-1721
　相談先	 障がい者相談支援センター暘谷苑
	 ☎ 72-1886

●障がいのある方の『親なきあと相談室』
　日時　　平日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　9時～ 17時
　場所　　渓泉寮けいせんプラザ
　問合先　大分県渓泉寮　☎ 72-1721
　※相談無料、事前の申込が必要です

※日出町の歳入確保のため、有料で広告スペースを貸し付けています。上記の広告内容を町が推奨・保証するものではありません。
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定　期　相　談
●行政相談・人権相談　合同相談（第1火曜日）
　場所	 332 会議室（役場新館 3階	）
　日時	 ６月６日（火）
　　　　　	時間はいずれも 10時～ 15時
　問合先	 政策企画課　☎ 73-3116
　　
●法律相談（第 2・4火曜日・要予約）
　日時          ６月 13日（火）保健福祉センター
																			６月 27 日（火）役場 332 会議室
　　　　　				13 時 30 分～ 16時 30分
　費用          30 分につき 5,500 円
　※	収入が一定以下の方および多重債務の相談は無料
　申込・問合先　大分県弁護士会
	 	 	☎ 097-536-1458

●行政書士無料相談会　（第 2金曜日）
　場所	 332 会議室（役場新館 3階）
　日時	 ６月９日（金）
　　　　　		13 時～ 15時
　	 ※予約順、1組 30分以内
　問合先	 大分県行政書士会杵築支部
　　　　　☎ 75-8443（渡邊）

●遺言公正証書などの無料相談会（第 1水曜日・要予約）
　場所          332 会議室（役場新館 3階）
　日時          ６月７日（水）
																			15 時 30 分～ 17時
　問合先					大分公証人合同役場
　　　　　☎ 097-535-0888

●司法書士青年の会無料法律相談会
　場所	 332 会議室（役場新館 3階）
　日時	 ７月 10日（月）
　　　	 13 時 30 分～ 16時
　　　　　※ 1組 30分以内
　　　　　※予約は前日 17時までに下記へ
																					（土日・祝日を除く）
　問合先	 大分県司法書士青年の会
　　　　　☎ 0977-72-7588（立野）

ひじ 2023. ６月 18

※感染防止対策などにより、イベントなどの日時変更や中止になる場合
　があります。ご了承ください。

　現役社労士による、働く人がもらえるお金に関
する本。全５章から構成されており、150 の実例
が挙げられています。
　お金に関する手続きは、条件が整っていないと
上手くいかないことが多いので、いざというとき
のために知識を蓄えておきたいものですね。

『働く人のもらえるお金と
手続き実例 150』　

蓑田　真吾／著
朝日新聞出版／編著
朝日新聞出版／刊

　図書館イベント

　新刊案内

　【映画原作本】
タイトル 著者名

母性 湊  かなえ

銀河鉄道の父 門井  慶喜

シャイロックの子供たち 池井戸  潤

　【料理の本】
タイトル 著者名

バムとケロのおいしい絵本
八木  佳奈 料理・

レシピ制作／
島田  ゆか 監修

１日分 350g の野菜がらくら
くとれる献立とレシピ

田中  明 監修
食のスタジオ編

らくらく手打ちそば 岩波  金太郎

　平日  　９時 30 分～ 19 時
　土日祝  ９時 30 分～ 17 時 30 分
　町立図書館　☎ 72-3232

■インスタグラム
　『hiji_library』で検索！
※都度、記事を更新中。

■図書館のホームページ
イ ベ ン ト 案 内、
本の検索ができ
ます。

■休館日
　毎週月曜日／毎月末の木曜日
　（祝日の場合は翌日の平日が
　  振替休日）

　今月のおすすめ本の紹介

図書館だより
－ Hiji Town Library ー

詳細はホームページや図書館だより
をご覧ください( (

※日出町の歳入確保のため、有料で広告スペースを貸し付けています。上記の広告内容を町が推奨・保証するものではありません。

ブックスタート ６月８日（木） 13 時 30 分～ 15 時

ブー・フー・ウー
読み聞かせ

６月 10 日（土） 11 時～

ベビー＆キッズデー ６月 24 日（土） ９時 30 分～ 16 時

FUMFUM 読み聞かせ ６月 24 日（土） 11 時～

ブックスタート ６月 24 日（土） 13 時 30 分～ 15 時

　図書館トピックス

　図書館来館者数累計 70 万人達成！
　４月 25 日に、図書館の来館者数が 70
万人を突破しました。70 万人目となっ
たのは、別府市在住の古川さんご家族。
　これからも、町民に愛される図書館
をめざします。

　５月３日（水）～５日（金）に『こ
どもの読書週間』イベントを行いまし
た。期間中は、多くの子どもたちが来
館し、ウォークラリーなどを楽しんで
いました。

　『こどもの読書週間イベント』を行いました
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●消費生活相談　（月～金曜日※祝休日を除く）
　場所	 政策企画課（役場新館 2階）
　日時	 8 時 30 分～ 17時
　※	専門相談員の在席は、月・木曜日（休庁日の

場合は翌開庁日）の 10時～ 15時 45分
　問合先	 政策企画課　☎ 73-3116
●交通事故相談（電話・面接相談）
　場所	 県庁別館 5階
　相談日	 平日（土・日・祝日を除く）
　　　　　			8 時 30 分～ 12時、13時～ 17時 15分
　※面接時間は 9時～ 16時
　相談先	 県生活環境企画課　☎097-506-2166

●無料人権相談・電話相談
　相談先	 大分地方法務局杵築支局
　日時	 毎週木曜日　9時～ 16時
　問合先	 ☎ 0978-62-2271
●無料人権電話相談
　相談先	 大分地方法務局杵築支局
　問合先	 ☎ 0978-62-2271
　なびダイヤル　☎ 0570-003-110

●家庭児童・母子婦人相談
　相談先	 子育て支援課　☎ 73-3177
●妊娠・出産・子育てに関する相談
　相談先　子育て世代包括支援センター
　　　　　（子育て支援課内）☎ 73-3232

●いつでも子育てほっとライン
　相談ダイヤル　☎ 0120-462-110
	 　　　　（24時間 365 日受付）

●高齢者総合相談
　相談先	 地域包括支援センター
	 （介護福祉課内）☎ 73-3115

●こころの相談会（要予約）
　場所　　保健福祉センター
　相談日　６月 14日（水）																		
　問合先　健康増進課		健康推進係　☎ 73-3130
　	メールでも予約可能になりました。
　詳細は町HPをご覧ください（ページ ID：1812）
　※	申し込み多数のため、希望日にお受けで

きず他の相談日をご案内する場合があり
ます。

●心の健康・認知症相談（第２火曜日・要予約）
　場所　　県東部保健所（別府市）
　相談日　６月 13日（火）
　　　　　15時 30分～
　　　　	 ※	前週までに電話予約が必要です
　問合先　県東部保健所　☎ 67-2511

●障がいのある方やご家族からの相談に応じます
　相談先	 	みのり障がい者生活支援センター
	 ☎ 75-7020
　相談先	 太陽の家障害者生活支援センター
	 ☎ 72-1682
　相談先	 相談支援事業所ほほえみ
	 ☎ 72-1721
　相談先	 障がい者相談支援センター暘谷苑
	 ☎ 72-1886

●障がいのある方の『親なきあと相談室』
　日時　　平日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　9時～ 17時
　場所　　渓泉寮けいせんプラザ
　問合先　大分県渓泉寮　☎ 72-1721
　※相談無料、事前の申込が必要です

※日出町の歳入確保のため、有料で広告スペースを貸し付けています。上記の広告内容を町が推奨・保証するものではありません。

家
族
・
子
育
て
の
相
談

こ
こ
ろ
の
相
談

生
活
相
談

人
権
相
談

法
律
・
行
政
手
続
き
相
談

障
が
い
に
つ
い
て
の
相
談

定　期　相　談
●行政相談・人権相談　合同相談（第1火曜日）
　場所	 332 会議室（役場新館 3階	）
　日時	 ６月６日（火）
　　　　　	時間はいずれも 10時～ 15時
　問合先	 政策企画課　☎ 73-3116
　　
●法律相談（第 2・4火曜日・要予約）
　日時          ６月 13日（火）保健福祉センター
																			６月 27 日（火）役場 332 会議室
　　　　　				13 時 30 分～ 16時 30分
　費用          30 分につき 5,500 円
　※	収入が一定以下の方および多重債務の相談は無料
　申込・問合先　大分県弁護士会
	 	 	☎ 097-536-1458

●行政書士無料相談会　（第 2金曜日）
　場所	 332 会議室（役場新館 3階）
　日時	 ６月９日（金）
　　　　　		13 時～ 15時
　	 ※予約順、1組 30分以内
　問合先	 大分県行政書士会杵築支部
　　　　　☎ 75-8443（渡邊）

●遺言公正証書などの無料相談会（第 1水曜日・要予約）
　場所          332 会議室（役場新館 3階）
　日時          ６月７日（水）
																			15 時 30 分～ 17時
　問合先					大分公証人合同役場
　　　　　☎ 097-535-0888

●司法書士青年の会無料法律相談会
　場所	 332 会議室（役場新館 3階）
　日時	 ７月 10日（月）
　　　	 13 時 30 分～ 16時
　　　　　※ 1組 30分以内
　　　　　※予約は前日 17時までに下記へ
																					（土日・祝日を除く）
　問合先	 大分県司法書士青年の会
　　　　　☎ 0977-72-7588（立野）
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　平成 23 年６月１日に、大分県内すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから、12 年が経過しま
す。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので、
10 年経過したら機器本体を取り替えましょう。

設置する場所の例
　設置が必要な場所は、寝室 ･ 階段な
どです（階段は、寝室が 2 階以上にあ
る場合に必要です）。　

点検方法
　ひもを引っ張ったり、ボタンを長
押しすると、音声などで正常に作動
するかどうかを知らせてくれます。　

■問合先　杵築速見消防組合消防本部  警防課  予防係　☎ 0978-62-4328

九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン実施中！
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９
６
５
２
‐
５
３
６
１

陽
だ
ま
り
が
ん
サ
ロ
ン

　
が
ん
患
者
サ
ロ
ン
と
は
、
が

ん
を
体
験
し
て
い
る
仲
間
や
そ

の
ご
家
族
の
交
流
の
場
で
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
サ
ロ
ン
に
参
加

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

参
加
無
料
、
申
込
不
要
。

▼
日
時
　
６
月
16
日
（
金
）　

　
14
時
～
16
時

▼
場
所

　
交
流
ひ
ろ
ば
Ｈ
ｉ
Ｃ
ａ
Ｌ
ｉ

　（
Ｂ
ｉ
Ｖ
ｉ
日
出
２
階
）

　
多
目
的
室
３

▼
対
象
　
が
ん
患
者
さ
ん
と
、

　
ご
家
族
（
ご
家
族
だ
け
の
参

　
加
も
可
）

▼
問
合
先
　
が
ん
サ
ポ
ー
ト
グ

　
ル
ー
プ
『
ク
ー
ナ
フ
エ
ゴ
』

☎
75
‐
６
０
５
３

夜
間
中
学
模
擬
教
室
（
体
験
説
明

会
）
参
加
者
募
集

▼
日
時
　
夏
期
：
７
月
13
日
（
木
）

　
～
７
月
14
日
（
金
）、
秋
期
：

　
10
月
24
日
（
火
）
～
10
月
25
日

　（
水
）　

▼
場
所
　
別
府
教
育
事
務
所
　
ほ

　
か
県
内
５
会
場

▼
内
容
　
教
科
の
授
業
（
中
学
１

　
年
生
程
度
）
な
ど

▼
対
象
　
①
県
内
在
住
で
年
齢

　
が
16
歳
以
上
の
方
　
②
外
国

　
籍
の
方
で
義
務
教
育
を
修
了

　
し
て
い
な
い
方

▼
料
金
　
無
料

▼
申
込
・
問
合
先

　
大
分
県
教
育
庁
義
務
教
育
課

☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
５
５
１
２

令
和
５
年
度
第
１
回
消
防
設
備

士
試
験

▼	

日
時
　
８
月
27
日
（
日
）
10

時
試
験
開
始
予
定

▼	

試
験
地
・
会
場
、
試
験
種
類

　
①
大
分
市
・
大
分
大
学
、
全

　
類
　
②
日
田
市
・
県
立
日
田

　
林
工
高
等
学
校
、
全
類

▼
願
書
の
配
布
　
６
月
12
日

　（
月
）
か
ら
大
分
市
消
防
局
・

　
東
・
南
署
（
予
防
課
）・
各

　
出
張
所
・
分
署
、
県
内
各
地

　
地
域
消
防
本
部
予
防
課
、　

　（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ

　
ン
タ
ー
大
分
県
支
部
で
配
布

　
予
定

▼	
願
書
受
付
期
間
（
予
定
）　

◯
電
子
申
請
：
７
月
２
日
　
　

　（
日
）
～
７
月
11
日
（
火
）

◯
書
面
申
請
：
７
月
５
日
　
　

暮らしの掲示板

募

　集

試
験
・
講
習
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　（
水
）
～
７
月
14
日
（
金
）

▼
願
書
提
出
先
・
問
合
先

　（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ

　
ン
タ
ー
大
分
県
支
部

☎
０
９
７
‐
５
３
７
‐
０
４
２
７

消
防
設
備
士
試
験
準
備
講
習

▼	

講
習
日
時
　
７
月
23
日

（
日
）
９
時
40
分
～
17
時

▼
講
習
会
場
　
Ｊ
：
Ｃ
Ｏ
Ｍ
ホ

　
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分	

▼
講
習
種
別
　
１
類
・
４
類
・

　
６
類
（
各
甲
乙
種
）

▼
受
付
期
間
　
６
月
26
日
　
　

　（
月
）
～
７
月
14
日
（
金
）

▼
受
講
申
込
書
の
交
付

　
各
消
防
本
部
（
局
）、（
一
財
）

　
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
大

　
分
県
支
部
、（
一
財
）
大
分

　
県
消
防
設
備
安
全
協
会

▼
申
込
・
問
合
先

　（
一
財
）
大
分
県
消
防
設
備

　
安
全
協
会

☎
０
９
７
‐
５
３
７
‐
３
１
２
５

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

▼
日
時
　
８
月
29
日
（
火
）・

　
30
日
（
水
）

▼
会
場
　
杵
築
市
文
化
体
育

　
館
　（
杵
築
市
大
字
本
庄
　

　
2
０
０
５
番
地
）

▼	

受
付
期
間
　
７
月
12
日
　

（
水
）
～
７
月
19
日
（
水
）

▼
受
講
料
　
８
０
０
０
円

▼
定
員
　
45
人
（
予
定
）

▼
受
講
申
込
方
法
　
イ
ン
タ
ー

　
ネ
ッ
ト
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申

　
し
込
み
（
詳
し
く
は
（
一
財
）

　
日
本
防
火
・
防
災
協
会
の
　

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
）。

▼
受
講
申
込
先
・
問
合
先

　（
一
財
）
日
本
防
火
・
防
災

　
協
会

☎
０
３
‐
６
２
６
３
‐
９
９
０
３

令
和
５
年
度
危
険
物
取
扱
者
保

安
講
習
会

　
消
防
法
第
13
条
の
23
の
規
定

に
基
づ
き
、
危
険
物
の
取
扱
い

作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
が

８
月
中
旬
か
ら
10
月
上
旬
に
か

け
て
県
内
各
会
場
で
開
催
さ
れ

ま
す
。
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
書
受
付
期
間

　
７
月
18
日
（
火
）
～
７
月
24

　
日
（
月
）
ま
で

▼
申
請
受
付
場
所
　
各
地
区
危

　
険
物
安
全
（
防
災
）
協
会
事

　
務
局
、
ま
た
は
大
分
県
危
険

　
物
安
全
協
会
へ
郵
送

▼
受
講
手
数
料
　
４
７
０
０
円

　（
大
分
県
収
入
証
紙
で
納
入
）

▼
そ
の
他
　
オ
ン
ラ
イ
ン
保
安

　
講
習
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

　
６
月
上
旬
に
大
分
県
危
険
物

　
安
全
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
に
掲
載
予
定
で
す
。

▼
問
合
先
　
杵
築
速
見
消
防
組

　
合
消
防
本
部
内
　
速
見
郡
杵

　
築
市
危
険
物
安
全
協
会

☎
０
９
７
８
‐
６
２
‐
４
３
２
８

令
和
５
年
度
赤
十
字
救
急
法
等

講
習
会

○
講
習
名
　
救
急
法
基
礎
講
習
会

　（
対
象
：
一
般
で
１
５
０
０
円
）

▼
日
時
　
７
月
20
日
（
木
）・

　
９
月
12
日
（
火
）

　
13
時
～
17
時

○
講
習
名
　
赤
十
字
救
急
法
救

　
急
員
養
成
講
習
会
（
対
象
：

　
赤
十
字
救
急
法
基
礎
講
習
修

　
了
者
で
１
８
０
０
円
）

▼
日
時
　
７
月
21
日
（
金
）・

　
22
日
（
土
）、

　
９
月
13
日
（
水
）・
14
日
（
木
）

　
９
時
～
16
時
30
分

▼
場
所
　
日
赤
大
分
県
支
部

▼
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　

　
教
材
費
な
ど
は
お
問
い
合
　

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
本
赤
十
字
社
大
分
県
支
部

☎
０
９
７
‐
５
３
４
‐
２
２
３
７

　平成 23 年６月１日に、大分県内すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから、12 年が経過しま
す。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので、
10 年経過したら機器本体を取り替えましょう。

設置する場所の例
　設置が必要な場所は、寝室 ･ 階段な
どです（階段は、寝室が 2 階以上にあ
る場合に必要です）。　

点検方法
　ひもを引っ張ったり、ボタンを長
押しすると、音声などで正常に作動
するかどうかを知らせてくれます。　

■問合先　杵築速見消防組合消防本部  警防課  予防係　☎ 0978-62-4328

九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン実施中！
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（		

）
内
は
保
護
者
名
・
区
名

（		

）
内
は
行
年
・
区
名

※
氏
名
・
行
政
区
名
な
ど
は
、
記
載
し
て
い
た

　
だ
い
た
申
込
書
な
ど
を
も
と
に
掲
載
し
て
い

　
ま
す
。
お
悔
み
欄
も
同
じ
で
す
。

望
月
　
ソ
ヨ
子
　	（
82	

豊
岡
本
町
）

銅
直
　
賢
一
　
　	（
78	

上
の
原
）

大
塚
　
文
代	

（
91	

日
出
中
央
）

藤
井
　
博
幸	

（
71	

上
仁
王
）

小
波
　
キ
ヌ
ヱ	

（
90	

内
堀
）

芝
尾
　
ア
サ
子	

（
99	

南
部
）

帶
刀
　
タ
カ
子	

（
88	

則
次
）

野
上
　
茉ま
つ

莉り	

（
礼
次
郎
・
な
ず
な	

太
田
）

細
井
　
心こ

陽は
る	

（
芳
晃
・
草
代
香
　	

是
城
）

阿
部
　
春は
る

臣お
み	

（
明
浩
・
奈
々	

東
仁
王
）

小
野
　
誠ま

咲さ
き	

（
亮
・
史
子	

中
部
）

望
月
　
凛り
ん

花か	

（
陽
平
・
真
里
絵
　	

宗
行
）

小
林
　
楓ふ
う

和か

　
　	（
翔
人
・
詩
織	

大
神
中
央
）

お誕生おめでとう※４月届出分（敬称略）

※４月届出分（敬称略）　　　お悔み申し上げます

世帯数 12,758 （＋ 1）   ＋ 1
人　口 28,016 （－ 36）   － 36
 男 13,463 （－ 22）   － 22
 女 14,553 （－ 14）   － 14
 南端 251 （＋ 1） 
 豊岡 6,957 （－ 27） 
 日出 5,729 （－ 3）
 藤原 4,015 （－ 5）
 川崎 6,335 （－ 3）
 大神 4,729 （＋ 1）
 （　） 内は前月比
  内は令和５年４月１日比　

住民基本台帳登録人口（令和５年５月１日現在）

　日出町の人のうごき

　　　　月の納期

納期限 月 日６ 30 （金）
・町県民税１期
・国民健康保険税１期
・介護保険料１期
・上下水道料６月分
納付は安全・便利・確実な口座振替を
ご利用ください

■税務課  収納係　☎ 73-3123
　上下水道課  管理係　☎ 73-3134

６

日
出
町
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

　『
ひ
ま
わ
り
の
た
ね
』
は
、
公
民
館
や
体
育

館
な
ど
の
身
近
な
施
設
を
拠
点
に
、
子
ど
も
か

ら
高
齢
者
ま
で
ス
ポ
ー
ツ
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま

な
種
目
を
楽
し
む
非
営
利
組
織
で
す
。

　
各
種
目
の
活
動
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す

（
今
年
度
の
全
体
的
な
会
員
募
集
は
４
月
末
で

す
が
、
ク
ラ
ブ
に
よ
っ
て
は
随
時
募
集
し
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

■
問
合
先

　
ひ
ま
わ
り
の
た
ね
事
務
局
（
川
崎
体
育
館
内
）

　
☎
28
‐
０
０
８
５

ひ
ま
わ
り
の
た
ね

 Interview

大野  雅章 さんコーチ

　ポールの使い方や基
本的な歩き方などを一
緒に学びませんか。募
集中ですので、健康増
進のためにも、ぜひ体
験してみてください。

ノルディック・ウォーク

　ノルディック・ウォークは、北欧フィンラン
ド発祥で、２本のポールを使用したウォーキン
グです。健康・観光・防災に役立てていけるよ
うに、取り組みを推進しています。歩き方の基
本を学びながら、景色を楽しむことができます。

■毎月第１木曜　９時～ 12 時　■川崎体育館周辺で活動
■一般・シニア教室　■定員：10 名程度

New

　
広
報
ひ
じ
７
月
号
は
、俳
句
・
短
歌
・
川
柳
を
掲
載
し
ま
す
。
応
募
方
法
は
、12
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

７
月
号
の
俳
句
・
短
歌
・
川
柳
の
募
集
に
つ
い
て

ひじ 2023. ６月 22
※日出町の歳入確保のため、有料で広告スペースを貸し付けています。上記の広告内容を町が推奨・保証するものではありません。

暮らしの掲示板

オレンジカフェひとやすみ

　物忘れに関する相談や、情報交換を気軽にできる場で
す。物忘れが気になっている方、家に閉じこもりがちに
なっている方、配偶者や両親のことを相談したいご家族
など、様々な方が集まっています。楽しいレクリエーショ
ンや体操などを企画していますので、お気軽にお越しく
ださい。
　
　■参加費：無料　　■時間：毎回 10 時～ 11 時 30 分

【６月の予定】
　６月１日（木）　川崎地区公民館
　（内容：言葉遊び　　　　）

　６月 27 日（火）交流ひろば HiCaLi
　（内容：紙相撲　　　　　）

■問合先　地域包括支援センター☎ 73-3115

※ 日程は変更の可能性があります。最新の情報はインスタグラム
　（@maruni_hiji）などをご確認ください。
■問合先　ひじ町ツーリズム協会　☎ 72-4255

会員になって一緒に働きませんか？
シルバー人材センターの
入会説明会を開催します

■日時　６月 13日（火）・27日（火）10 時～ 11 時
　　　　※毎月第２、第４火曜日に実施
■�場所　（一社）日出町シルバー人材センター
　　　　（日出郵便局の西隣）
■対象� ○町内在住 60 歳以上の方
� ○�センターの趣旨、理念に賛同される方

　あなたの豊かな経験と能力を生かしてみませんか？

○働き方の自由度が高い
○健康づくりに役立ちます
○第二の人生を輝かせましょう

入会メリット

■問合先　日出町シルバー人材センター
　　　　　☎ 75-9620

ー深見記念館情報ー
６月９日     （金）11 時～ 14 時　お茶席
６月 23 日（金）11 時～ 14 時　お茶席

６月 スケジュール

  ２日（金）～  ４日（日）
  ９日（金）～ 11 日（日）
16 日（金）～ 18 日（日）
23 日（金）～ 25 日（日）

自然食カフェ　ななぴーす
（大豆ミートと手作り野菜料理）

12 日（月） 菓子工房 kokomo

14 日（水）～ 15 日（木） パウロとエミの旅するキッチン
（ブラジル料理）

30 日（金） 吉（さち）和洋菓子

　免許証に代わる本人確認書類となるほか、コンビニ
交付や保険証利用など、いろいろ使えるマイナンバー
カード。日出町でも 74％の方が持っています。

マイナポイントの申し込みは９月末まで！
　マイナポイントの対象となるカードは、
２月 28 日までに申し込みしたカードです。
　ポイントの申し込み期限が近づくと、混
雑が予想されます。カードの受け取り後は
お早めに申し込みをしてください。

■問合先　マイナンバーカードセンター　☎ 73-3300
　　　　　（交流ひろば HiCaLi 内  町立図書館の隣）
■開所時間　９時 30 分から 17 時 30 分まで
■６月の休所日　毎週月曜日、４日（日）、18 日（日）、　
　　　　　　　　29 日（木）

※センター休所日の問合先：住民生活課　☎ 73-3122

マイナンバーカードを

　　　　　　作ろう！

HELLO KITTY  ©1976,2020 SANRIO CO.,LTD.  APPROVAL NO.L611823

０９７７－２４－３５５３

テレビ

固定電話 スマートフォン

日出町内最速10ギガ

インターネット
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23 ひじ 2023. ６月
※日出町の歳入確保のため、有料で広告スペースを貸し付けています。上記の広告内容を町が推奨・保証するものではありません。

（		

）
内
は
保
護
者
名
・
区
名

（		

）
内
は
行
年
・
区
名

※
氏
名
・
行
政
区
名
な
ど
は
、
記
載
し
て
い
た

　
だ
い
た
申
込
書
な
ど
を
も
と
に
掲
載
し
て
い

　
ま
す
。
お
悔
み
欄
も
同
じ
で
す
。

望
月
　
ソ
ヨ
子
　	（
82	

豊
岡
本
町
）

銅
直
　
賢
一
　
　	（
78	

上
の
原
）

大
塚
　
文
代	

（
91	

日
出
中
央
）

藤
井
　
博
幸	

（
71	

上
仁
王
）

小
波
　
キ
ヌ
ヱ	

（
90	

内
堀
）

芝
尾
　
ア
サ
子	

（
99	

南
部
）

帶
刀
　
タ
カ
子	

（
88	

則
次
）

野
上
　
茉ま
つ

莉り	

（
礼
次
郎
・
な
ず
な	

太
田
）

細
井
　
心こ

陽は
る	

（
芳
晃
・
草
代
香
　	

是
城
）

阿
部
　
春は
る

臣お
み	

（
明
浩
・
奈
々	

東
仁
王
）

小
野
　
誠ま

咲さ
き	

（
亮
・
史
子	

中
部
）

望
月
　
凛り
ん

花か	

（
陽
平
・
真
里
絵
　	

宗
行
）

小
林
　
楓ふ
う

和か

　
　	（
翔
人
・
詩
織	

大
神
中
央
）

お誕生おめでとう※４月届出分（敬称略）

※４月届出分（敬称略）　　　お悔み申し上げます

世帯数 12,758 （＋ 1）   ＋ 1
人　口 28,016 （－ 36）   － 36
 男 13,463 （－ 22）   － 22
 女 14,553 （－ 14）   － 14
 南端 251 （＋ 1） 
 豊岡 6,957 （－ 27） 
 日出 5,729 （－ 3）
 藤原 4,015 （－ 5）
 川崎 6,335 （－ 3）
 大神 4,729 （＋ 1）
 （　） 内は前月比
  内は令和５年４月１日比　

住民基本台帳登録人口（令和５年５月１日現在）

　日出町の人のうごき

　　　　月の納期

納期限 月 日６ 30 （金）
・町県民税１期
・国民健康保険税１期
・介護保険料１期
・上下水道料６月分
納付は安全・便利・確実な口座振替を
ご利用ください

■税務課  収納係　☎ 73-3123
　上下水道課  管理係　☎ 73-3134

６

日
出
町
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

　『
ひ
ま
わ
り
の
た
ね
』
は
、
公
民
館
や
体
育

館
な
ど
の
身
近
な
施
設
を
拠
点
に
、
子
ど
も
か

ら
高
齢
者
ま
で
ス
ポ
ー
ツ
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま

な
種
目
を
楽
し
む
非
営
利
組
織
で
す
。

　
各
種
目
の
活
動
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す

（
今
年
度
の
全
体
的
な
会
員
募
集
は
４
月
末
で

す
が
、
ク
ラ
ブ
に
よ
っ
て
は
随
時
募
集
し
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

■
問
合
先

　
ひ
ま
わ
り
の
た
ね
事
務
局
（
川
崎
体
育
館
内
）

　
☎
28
‐
０
０
８
５

ひ
ま
わ
り
の
た
ね

 Interview

大野  雅章 さんコーチ

　ポールの使い方や基
本的な歩き方などを一
緒に学びませんか。募
集中ですので、健康増
進のためにも、ぜひ体
験してみてください。

ノルディック・ウォーク

　ノルディック・ウォークは、北欧フィンラン
ド発祥で、２本のポールを使用したウォーキン
グです。健康・観光・防災に役立てていけるよ
うに、取り組みを推進しています。歩き方の基
本を学びながら、景色を楽しむことができます。

■毎月第１木曜　９時～ 12 時　■川崎体育館周辺で活動
■一般・シニア教室　■定員：10 名程度

New

　
広
報
ひ
じ
７
月
号
は
、俳
句
・
短
歌
・
川
柳
を
掲
載
し
ま
す
。
応
募
方
法
は
、12
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

７
月
号
の
俳
句
・
短
歌
・
川
柳
の
募
集
に
つ
い
て
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新型コロナウイルス感染症  ▶  ５類感染症への移行
５月８日から５類感染症となりました。これまでの取り組みにも変更がありますので、ご理解をお願いします。

継  続  す  る  も  の

ワクチン接種

■令和６年３月までは、これまでどおり自己負担はありません。
　【 接種時期・対象者 】　※１・２回目接種済みの方
　　①５～８月：高齢者、基礎疾患を有する方、医療従事者・介護従事者など
　　②９～ 12 月：５歳以上の全員
　　※１・２回目接種も引き続き実施しています

相談窓口
■どこの医療機関を受診すればよいか分からない方や、体調が悪化された方の相談に対しては、専用電話
　で対応します。
　▶コロナ発熱・受診相談ダイヤル　☎ 097-573-3015（24 時間対応）

外来医療機関
■９月までに段階的に拡大していきます。医療機関名の公表は、当分の間、県ホームページで公表してい
　ますので、発熱などの症状がある場合にご活用ください。

入院医療機関 ■９月までに段階的に拡大していきます。

医療費

■９月までは、次の医療費が公費支援の対象となります。
　①コロナ治療薬
　②入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から最大２万円を減額
　※①②以外の医療費は、保険適用（自己負担）となります

高齢者施設など ■集中的検査、医療機関との連携、感染発生時の備え、施設内療養体制などの支援は、これまでどおりです。

ゲノム解析 ■変異株の発生動向の把握のため、引き続き実施します。

終  了  し  た  も  の

コロナ患者
濃厚接触者

■コロナ患者に対する入院勧告や、就業制限などの行動制限はありません。
■自宅療養期間の目安は、発症後５日間とされています。
■濃厚接触者に対する自宅待機などの行動制限もありません。

患者支援
■県が行っていた食料支援、パルスオキシメータの貸与、検査キット配布、保健所からの連絡、健康観察、
　自己検査陽性者登録、患者搬送は終了しました。
■宿泊療養施設、臨時の医療施設についても終了しました。

事業者向け ■『安心はおいしいプラス』認証制度、イベントの開催制限などは終了しました。

無料検査場 ■終了しました。

感染者の公表 ■インフルエンザと同様に、定点観測による週ごとの公表となりました。

マ ス ク 着 用 ・感 染 対 策 に  つ  い  て
■マスクの着用は、個人の判断に委ねられていることから、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮
　をお願いします。　
■ただし、高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、次の場面では、マスクの着用を推奨します。そのため、医療
　機関や高齢者施設などによっては、マスクの着用をお願いする場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
■換気や手洗いについても、感染対策として有効ですので、引き続きお願いします。

【  マスク着用が効果的な場面  】
　○医療機関を受診するとき　　○通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車するとき
　○高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問するとき

問合先　大分県福祉保健部感染症対策課　☎ 097-506-2776

ワクチン

医療機関

感染対策


